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佐土原町 地域新ブランド名及びロゴマーク募集要項 
特産品開発委員会（事務局：佐土原町商工会） 

 
 

（１）募集の目的   

  佐土原町は宮崎市の北の玄関口、また歴史的には日向の国の中心的な城下町として栄え、

伊東氏・島津氏の時代を経た数多くの文化遺跡や寺社仏閣など貴重な歴史文化が伝承され

ています。数多くの農産品・海産品・工芸品を佐土原住民はもとより町外へ積極的に PR

していくため、佐土原町の知名度向上、産業の振興及び地域の活性化を図ることを目指し

ています。 

そのため地域ブランドを新たに作り、「佐土原ブランド」として認定していくこととな

りましたので、佐土原の顔となるブランド名とロゴマークのデザインを募集いたします。 

 

（２）公募要領について   

（概要） 

佐土原町産の食品だけでなく、加工品、工芸品等を含めた新ブランドを創設し、佐土 

原町を来訪された方、佐土原出身の方等に推奨したい商品を地域ブランドとして認定 

します。 

     

（応募資格） 

制限は設けません。一般に広く公募を行います。 

 ※未成年者が入賞した場合には別途、書面にて親権者の同意を確認します。親権者 

の同意が得られていない場合には受賞が取り消される場合があります。 

（応募数） 

応募は一人２点まで、または１グループ２点までとし、1作品につき応募用紙１枚で  

の応募とします。 

   ※自作であり、他の募集等に応募されていないものに限ります。 

共作での応募は可能です。 

 

(募集内容) 

 募集する作品は次のコンセプトを考慮してください。 

１．佐土原町がイメージできること 

２．佐土原町の魅力を象徴したものであること 

※パソコンでの制作や手書き作品も可能です。 



 
 

 （３）応募方法   

①応募作品は所定の応募用紙にて作成し住所、氏名、年齢、職業（または学校名・学

年）、連絡先、及び作品の説明（作成意図、解説）を応募用紙に記入してください。

共作での応募の場合は、応募用紙の「氏名、年齢、職業欄」に全共作者を記入し、

代表者氏名の右側にその旨を記入してください。また住所・連絡先は代表者のもの

を記入するものとします。 

 

   ②紙による応募 

    佐土原町商工会窓口へ直接持参または郵送してください。 

 

   ③電子データによる応募 

ＣＤ-Ｒ等による応募の場合にはＰＤＦ形式で佐土原町商工会へ直接持参か郵送  

し、電子メールの場合には件名を「佐土原町地域ブランド名等応募」とし、下記メ 

ールアドレスまで PDF形式で添付してください。 

      《 sadowara@miya-shoko.or.jp 》 

      

   ④応募用紙の配布先  

1.佐土原町商工会窓口 2.佐土原総合支所 3.石崎の杜歓迎館 4.城の駅いろは館 

 

⑤応募用紙のダウンロード先  

    佐土原町商工会ホームページより 

 

 （４）募集期間   

平成 29 年 9 月 1 日（金）～平成 29 年 10 月 31 日（火） 

   ※郵送の場合は当日消印まで有効。電子メールの場合は締め切り当日中に必着。 

        直接持参の場合は当日 17 時まで。 

 

 （５）選考方法   

選考方法については佐土原町商工会ホームページにて後日公表いたします。 

 

 （６）発表   

選考の結果は、11 月に佐土原町商工会ホームページ等で受賞者の氏名、年齢、職業

等を公表いたします。また受賞者に対する結果通知は、各賞受賞者本人（共作の場合

は代表者）に対して直接連絡します。 



 
 

 （７）賞金  

最優秀賞等の各作品には、次のとおり賞金を授与します。 

最優秀賞 １点  金５万円 

優秀賞  ３点 各金１万円 

         

 （８）使用用途  

最優秀賞作品は、特産品開発推進委員会内の認定協議会が認定した商品パッケージ 

への印刷及びシール、ステッカー、ポスター、パンフレット等に使用するものとし、 

佐土原町のＰＲやイメージアップを図るため広く活用します。 

 

 （９）諸権利等の取扱い  

  ①最優秀賞作品のブランド名及びロゴマークの著作権等に関するすべての権利は佐土 

原町商工会に帰属するものとし、応募された作品等については返却いたしません。 

  ②なおロゴマークについては、作品のイメージ等を損なわない範囲での修正・補正を 

依頼する場合があります。 

 

（１０）その他  

①応募作品の著作権・商標権及びその他一切の権利に関わる問題等が生じた場合には、 

すべて応募者の責任となります。 

  ②応募作品に関して第三者の権利等を侵害してはいけません。 

  ③応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。 

  ④当応募に関する個人情報は、募集に係る事業以外には使用しません。 

 

 （１１）応募先及び問い合わせ先  

   佐土原町商工会 特産品開発委員会 事務局 

   〒880-0211 

   宮崎県宮崎市佐土原町下田島 20732-53 

   TEL：0985-73-2567 FAX:0985-73-4975 

   メール：sadowara@miya-shoko.or.jp 


